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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半
i
五
時

「
ナ
チ
ス
私
法
判
例
に
お
け
る
一
般
条
項
の
機
能

-
1
E五
百
自
の
所
説
に
つ
い
て

1
1
」

報

告

者

五

十

嵐

清

出

席

者

二

一

名

報
告
者
は
、

2
5
2・
E
2
5
a
E
N
件。
E
v
z
m
g
m
n
p
g
巧
包
含
-

L
2
司ユ
g
可。凸

Z
E己ロ
E
m
S
F
g
z
a
g
E
Z
O
N
E
Z
E
E
-
-
U
E
に
依
り
つ

つ
、
大
略
次
の
如
く
報
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ま
ず
本
書
の
特
色
と
し
て
、

ナ
チ
ス
時
代
の
私
法
判
例
を
多
く
紹
介
し
、
従
来
の
学
説
に
対
し
「
私
法
の

政
治
性
」
と
「
法
学
的
方
法
論
の
価
値
中
立
性
」
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
提

起
を
行
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
つ
い
で
本
論
に
入
り
、

判
経
済
的
事
情
の
変
更
と
一
般
条
項
(
第
一
次
大
戦
後
の
経
済
事
情
変
化
に

関
連
し
て
、
一
般
条
項
の
機
能
が
ど
う
変
っ
た
か
〉

J

①
経
済
的
事
情
の

変
更
に
よ
る
契
約
の
修
正
、
②
経
済
的
事
情
の
変
更
に
よ
る
法
律
の
修
正

(
増
額
評
価
問
題
)
、

ωナ
チ
ス
に
お
け
る
私
法
秩
序
の
裁
判
官
に
よ
る
修

正
1

①
ナ
チ
ス
的
世
界
観
と
法
、
②
裁
判
官
に
よ
る
法
律
の
拒
否
、
③
ナ

チ
ス
時
代
の
法
解
釈
の
方
法
、

ωと
く
に
一
般
条
項
の
機
能
に
つ
い
て
|
|

こ
こ
で
は
不
正
競
業
に
お
け
る
「
良
俗
」
、
退
職
年
金
請
求
判
決
に
お
け
る

「
信
義
則
」
、
等
の
具
体
例
が
あ
げ
ら
れ
、
一
般
条
項
判
例
の
方
法
論
的
分

、，

析
に
も
ふ
れ
ら
れ
た
1
1
、
と
い
う
風
に
論
じ
す
す
み
、
最
後
に
「
私
法
の

政
治
性
」
と
「
法
学
方
法
論
の
価
値
中
立
性
」
に
つ
い
て
、
報
告
者
自
身
の

立
場
か
ら
、
次
の
如
き
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
の
よ

う
な
異
常
か
つ
例
外
的
事
態
か
ら
、
私
法
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
一
般
的

法
則
が
引
出
し
得
る
か
ど
う
か
、
ま
た
経
済
法
労
働
法
等
の
判
例
が
本
書
で

主
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
他
の
私
法
の
本
来
的
領
域
に
お
い
て
は
、
ナ

チ
ス
の
私
法
学
は
そ
れ
ほ
ど
ナ
チ
ス
的
で
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
本
書
に
は
M
・
ウ
ェ

l
パ

1
の
影
響
が
明

白
で
あ
る
半
面
、
著
者
の
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
態
度
が
ア
イ
マ
イ
で
非
批
判

的
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
た
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
「
私
訟
の
政
治
性
」
な
る
語
の
多
義
性
を

め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
発
言
が
あ
っ
た
他
に
、
社
会
法
・
経

済
法
等
と
の
関
連
な
ど
も
話
題
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
報
告
は
、
於
保

不
二
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
「
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
」
(
下
)
(
上
巻
は

有
斐
閣
既
刊
)
に
所
収
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。

O
昭
和
四
七
年
五
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
米
!
五
時

「
『
営
業
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
法
学
者
と
経
済
学
者
の
論
争
」

報

告

者

今

村

成

和

降

鎮

節

雄

出

席

者

約

四

O
名

今
回
は
テ
1
7
と
の
関
連
も
あ
り
、
と
く
に
経
済
法
研
究
会
と
合
向
で
行

い
、
報
告
者
も
複
数
と
し
た
。

ま
ず
最
初
の
報
告
者
と
し
て
北
海
道
大
学
経
済
学
部
の
降
旗
教
授
が
、
こ
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の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
岡
田
与
好
氏
の
「
『
営
業
の
自
由
』
と
『
独
占
』

及
び
『
団
結
』
」
(
東
大
社
研
編
「
基
本
的
人
権
」

5
所
収
)
に
つ
い
て
、
基

本
的
人
権
は
資
本
主
義
発
展
の
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
て
把
撮
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
基
本
的
問
題
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
の
岡
悶
論
文
に

対
す
る
渡
辺
洋
三
氏
の
反
論
と
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
た
法
学
者
経
済
学
者

の
間
で
の
論
争
経
過
を
、
主
と
し
て
柴
垣
和
夫
氏
の
所
説
を
支
持
す
る
立
場

か
ら
、
詳
細
に
報
告
さ
れ
た
。

つ
い
で
今
村
教
授
が
、
職
業
選
択
や
居
住
の
自
由
は
営
業
の
自
由
を
歴
史

的
に
内
包
し
て
お
り
、
憲
法
解
釈
論
と
し
て
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
岡

田
氏
の
い
う
「
営
業
の
自
由
」
は
法
学
者
の
い
う
「
営
業
の
自
由
」
と
は
別

の
問
題
で
あ
る
等
々
、
法
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
こ
の
論
争
の
基
本
的

問
題
点
を
整
理
さ
れ
た
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
多
数
の
参
加
者
か
ら
多
彩
な
発
言
、
が
な

さ
れ
た
が
、
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
、
議
論
は
「
法
学
者
」
対
「
経
済
学

者
」
の
論
争
と
で
も
い
う
べ
き
形
に
な
り
、
両
者
の
問
題
意
識
の
ち
が
い
を

反
映
し
て
か
、
活
躍
慣
な
発
言
に
も
が
か
わ
ら
ず
議
論
が
十
分
か
み
あ
わ
な
い

ま
ま
、
時
間
切
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
が
お
し
ま
れ
る
。
こ
れ
は
司
会
の

不
慣
れ
な
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の

討
論
に
お
い
て
、
ま
ま
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
り
、
次
の
機
会
に
は
十
分
問

題
を
ほ
り
下
げ
て
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

O
昭
和
四
七
年
六
月
三

O
日
(
金
)
午
後
一
時
半
l
五
時

「
南
西
ア
フ
リ
カ
(
ナ
ミ
ピ
ア
)
問
題
の
国
連
お
よ
び

国
際
司
法
裁
判
所
の
取
扱
い
」

"' 

報

告

者

高

嶺

出

席

者

一

一

一

名

ナ
ミ
ピ
ア
と
い
う
名
は
我
々
に
は
な
じ
み
が
な
い
が
、
実
は
南
西
ア
フ
リ

カ
と
わ
か
れ
ば
あ
と
は
地
図
を
開
い
て
み
る
と
わ
か
る
。
こ
の
地
域
は
第
一

次
大
戦
ま
で
ド
イ
ツ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
が
、
国
際
連
盟
成
立
後
、
南
ア
フ

リ
カ
遼
邦
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
旧
国
際
連
盟
委
任

統
治
地
域
は
そ
の
多
く
が
独
立
し
、
残
り
は
国
際
連
合
の
信
託
統
治
下
に
お

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
し
か
る
に
南
ア
は
こ
の
南
西
ア
フ
リ
カ
を
国
連
信

託
統
治
下
に
お
く
こ
と
を
拒
否
し
、
自
国
領
土
の
如
く
に
統
治
し
て
い
る
。

こ
の
状
態
を
国
連
お
よ
び
国
際
司
法
裁
判
所

(
I
・
C
・
-
)
は
ど
う
処
理

せ
ん
と
し
て
い
る
か
ー
こ
れ
が
今
回
の
報
告
テ
l
マ
で
あ
る
。
報
告
者
は

こ
の
問
題
を
時
間
的
経
過
に
則
し
て
克
明
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
国
際
連
盟
消
滅
と
共
に
委
任
統
治
も
終
了
し
た
と
主
張
す
る
南
ア

が
、
一
九
四
九
年
実
質
的
併
合
を
意
味
す
る
主
法
措
置
を
と
っ
た
こ
と
か

ら
、
信
託
統
治
を
主
張
す
る
函
連
と
の
対
立
が
激
化
し
、
翌
年
I
・
C
・
-

は
国
連
の
要
請
に
よ
り
、
①
委
任
統
治
の
義
務
は
連
胞
が
消
滅
し
て
も
失

効
し
な
い
、
②
但
し
南
ア
は
信
託
統
治
に
お
く
義
務
は
な
い
、
③
南
ア
は
南

西
ア
フ
リ
カ
の
国
際
的
地
位
を
一
方
的
に
か
え
る
権
利
を
も
た
な
い
、
等
の

「
勧
告
的
意
見
」
を
出
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
法
的
拘
束
力
を
も
た
な
い
の

で
南
ア
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
つ
い
に
六
二
年
に
は
エ
チ
オ
ピ
ア
・
リ
ベ
リ
ア

等
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
南
西
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
訴
訟
を
I
・

c
・
J
に
提
起

し
た
。
し
か
る
に
こ
の
時
、
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
南
ア
の
先
決
的
抗

弁
に
は
否
定
的
態
度
を
示
し
た
I
・
C
・
-
は
、
六
六
年
の
本
案
判
決
で
は

南
ア
に
有
利
な
判
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
原
告
(
エ
チ
オ
ピ
ア
・
リ
ベ
リ

干長

原

北法23(2・257)459



ア
)
は
、
南
西
ア
フ
リ
カ
委
任
状
の
防
音

E
E
R
E仲
買

E
E
S
(特
別

利
益
規
定
)
の
違
反
に
つ
い
て
は
訴
訟
で
き
る
が
、
門
司
口
合
円
仲
間
5
2
ω
5ロ
(
管

理
規
定
)
に
つ
い
て
は
訴
え
の
法
的
権
利
な
し
と
し
て
、
原
告
の
訴
え
を
棄

却
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
反
発
し
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
同
年
秩
の
国

連
総
会
で
南
ア
を
非
難
し
か
っ
そ
の
委
任
統
治
終
了
を
決
定
す
る
決
議
を
通

過
さ
せ
た
が
、
南
ア
の
ナ
ミ
ビ
ア
(
南
西
ア
フ
リ
カ
は
六
八
年
以
来
国
連
で

こ
う
よ
ば
れ
る
)
居
す
わ
り
は
依
然
と
し
て
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。

国
際
法
的
観
点
か
ら
み
た
こ
の
紛
争
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
国
際
連
盟
の

委
任
統
治
と
国
際
連
合
の
信
託
統
治
と
の
法
的
関
連
性
を
ど
う
と
ら
え
る
か

に
あ
る
。
報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
も
ま
ず
こ
の
点
が
問
題
と
な
り
、
さ
ら

に
広
く
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
、
ま
た
六
六
年
の
I
・
0
・
1
判
決
と
の

関
連
で
、
公
害
裁
判
等
に
お
け
る
直
接
被
害
者
以
外
の
訴
訟
、
と
い
っ
た
問

題
が
話
題
と
な
っ
た
。

O
昭
和
四
七
年
七
月
二
七
日
(
木
〉
午
後
四
時
|
六
時
五
十
分

「
今
村
成
和
著
『
現
代
の
行
政
と
行
政
法
の
理
論
』
の
書
評
」

報

告

者

遠

藤

博

也

出

席

者

二

七

名

今
村
教
授
の
最
近
著
を
書
評
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
報
告
者
は
次
の
順
序
で

の
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
川
本
書
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
、

ω本
書
は

い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、

ω本
書
の
検
討
、
の
三
点
で
あ
る
。
そ
の
内

容
の
大
略
は
、
ま
ず

ωの
内
容
紹
介
で
は
本
書
第
一
編
、
二
編
に
視
野
を
限

定
し
つ
つ
、
「
行
政
国
家
」
か
ら
「
司
法
国
家
」
へ
の
転
換
の
意
識
改
革
的

側
面
を
強
調
す
る
点
を
本
書
の
特
色
と
し
て
指
摘
(
こ
の
転
換
そ
の
も
の
は

行
政
法
学
界
に
お
い
て
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
村
教
授
の
場

合
そ
の
意
識
改
革
的
側
面
を
強
調
し
、
そ
の
点
で
美
濃
部
|
問
中
学
説
の
市

民
的
性
格
の
弱
さ
を
批
判
す
る
点
で
ユ
ニ
ー
ク
と
す
る
)
、
第
二
編
に
つ
い

て
は
「
司
法
権
の
限
界
」
論
に
関
し
て
、
限
界
な
し
と
す
る
の
が
今
村
説
で

あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
初
期
と
最
近
と
で
今
村
教
授
自
身
の
説
も
変
化

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
さ
れ
た
。
つ
い
で

ωの
位
置
づ
け
に
関
し
て

は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
の
問
題
、
方
法
論
的
立
場
の
二
つ
を
座
標
軸
と
し

て
、
本
書
が
実
質
的
に
は
通
説
的
立
場
に
近
い
と
主
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に

ω

の
本
書
の
検
討
に
際
し
て
は
、
内
在
的
批
判
と
し
て
、
本
書
が
従
来
の
通
説

へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
的
立
場
を
と
り
つ
つ
、
未
だ
そ
の
積
極
的
再
構
成
に

ま
で
至
ら
ず
、
消
極
的
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
関
連
し
て
一

見
通
説
と
ち
が
弓
よ
う
に
見
え
て
も
実
質
的
に
は
大
差
な
く
、
通
説
の
リ
フ

ァ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
こ
と
、
ま
た
本
書
の

「
司
法
国
家
」
の
概
念
の
不
明
確
性
な
ど
を
指
摘
さ
れ
た
。
な
お
「
外
在
的

批
判
」
と
し
て
、
本
書
の
表
題
に
「
現
代
の
行
政
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
は

「
現
代
の
行
政
」
の
構
造
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
十
分
な
理
解
が
示
さ
れ
て

い
な
い
、
等
を
指
摘
さ
れ
た
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
今
村
教
授
か
ら
、
「
司
法
国
家
」
と

レ
う
の
は
、
英
米
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
日
本
が
取
入
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
制
度
論
的
発
想
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
考
え
方
の
影
響
下
に
あ
る

日
本
国
憲
法
を
一
面
的
に
「
行
政
国
家
的
」
に
理
解
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
指
摘
が
あ
り
、
つ
い
で
出
席
者

間
の
討
論
に
お
い
て
、
学
説
の
も
つ
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
の
問
題
、
ま
た

今
村
・
遠
藤
両
教
授
の
行
政
法
理
論
の
方
渋
的
ち
が
い
か
ら
、
さ
ら
に
戦
後

の
行
政
法
学
界
の
反
省
に
ま
で
話
題
が
広
が
っ
て
興
味
深
く
な
っ
て
き
た
所

で
、
残
念
な
が
ら
時
間
切
れ
と
な
っ
た
。
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新
米
教
官
が
雑
誌
編
集
委
員
を
仰
せ
つ
か
っ
て
は
や
半
年
近
く
、
よ
う
や

く
仕
事
の
輪
郭
が
の
み
こ
め
て
き
た
所
で
、
こ
の
編
集
後
記
を
書
く
こ
と
に

な
っ
た
。
時
あ
た
か
も
北
障
の
あ
わ
た
だ
し
い
夏
、
が
、
お
わ
ろ
う
と
し
て
い

る
。
こ
の
半
年
足
ら
ず
の
問
、
五
里
霧
中
の
新
米
教
官
が
雑
誌
編
集
委
員
の

一
翼
を
担
っ
て
、
と
も
か
く
こ
こ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に

他
の
編
集
委
員
は
じ
め
関
係
者
諸
氏
の
お
力
に
よ
る
。
ま
ず
こ
の
こ
と
に
お

礼
申
上
げ
た
い
。

本
号
は
無
事
誕
生
し
た
が
、
今
後
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
前
か

ら
く
す
ぶ
っ
て
い
る
問
題
点
の
一
つ
に
登
載
原
稿
の
選
別
・
枚
数
制
限
等
の

問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
一
見
「
持
て
る
者
の
ぜ
い
た
く
な
悩
み
」
は
今
後
ま

す
ま
す
切
実
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
編
集
委
員
と
し
て

も
特
に
妙
案
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
同
僚
諸
氏
の
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い

所
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
新
来
者
の
阪
か
ら
み
る
と
、
こ
の
雑
誌
は

こ
れ
ま
で
の
所
、
全
体
的
に
少
し
「
愛
一
院
が
な
さ
す
ぎ
る
」
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
学
術
雑
誌
と
し
て
は
こ
れ
で
結
構
と

い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
書
評
な
ど

を
も
っ
と
多
彩
に
の
せ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北
国
の
短
い
夏
が
す
ぎ
さ
り
、
研
究
に
好
適
の
季
節
が
や
っ
て
く
る
。
同

僚

諸

氏

の

一

一

層

の

ご

研

績

を

祈

る

。

(

編

実

委

員

)

次

号
(
綿
一
一
一
一
一
一
時
)
予

論

説

止ヒ
ロ

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
統
合
と
分
解
を
め
ぐ
る
諸
問
題

矢

印

株
主
の
解
散
判
決
請
求
権

同

青

竹

債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
疑
問
(
一
一
了
完
)

米

倉

資

料

ロ
シ
ア
共
和
国
に
お
け
る
住
居
賃
貸
借

慎
害
賠
償
訴
訟
と
立
証
責
任

同

同

{6己i池

保田

俊 Fヰ正雅粂

隆明子男

. 
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